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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01・3895・1
歯機熊895

石浦歯科クリニック 〒861-4106
熊本市南区南高江１－１
９－３０

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1257号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01・3915・7
歯機熊915

工藤歯科医院 〒861-0134
熊本市北区植木町舞尾６
８２

外来後発医薬品使用体制加算
　　　（外後発使）第789号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
　　　　　外来後発医薬品使用体制加算１

03・3038・4
歯機人38

医療法人熊埜御堂歯科
医院

〒868-0005
人吉市上青井町１４０－
３６

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第479号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

04・3037・4
歯機荒37

田畑歯科医院 〒864-0023
荒尾市水野縄手３００

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1110号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

13・3036・7 大川内歯科 〒861-0406
山鹿市菊鹿町下内田６２
７－３

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1256号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

14・3017・5
歯機宇城17

丸田歯科医院 〒869-0532
宇城市松橋町久具２０５
１ー２

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1255号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

15・3015・6 阿蘇きずな歯科医院 〒869-2612
阿蘇市一の宮町宮地３４
７２番地１

有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第296号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

17・3095・4 ヒルズ歯科クリニック 〒866-0811
八代市西片町２０００番
９

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注13（在宅患者訪問診療料（Ⅱ）の注６の規定により準用する場合
を含む。）、在宅がん医療総合診療料の注８及び歯科訪問診療料の注20 に規定する在宅医療
ＤＸ情報活用加算
　　　（在宅ＤＸ）第163号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

17・3102・8 おとなこども歯科ｅｇ
ａｏ

〒866-0863
八代市西松江城町２－９
東京画廊ＧＴマンション
　１０２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1102号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第835号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第850号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第612号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第292号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第761号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1109号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1777号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

18・3018・4 医療法人坂口会　坂口
おとなこども歯科

〒865-0064
玉名市中１８９８－５

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第480号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年12月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

30・3032・0
歯機芦32

井上歯科医院 〒869-5442
葦北郡芦北町花岡１８４
６－８

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第466号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

75・3014・3 たつたぐち歯科クリニ
ック

〒860-0862
熊本市北区黒髪７丁目１
０１番地３

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第465号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第762号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日


